
「確定申告」はお早めに！
町県民税、所得税および復興特別所得税の申告期間は２月16日（月）～３月16日（月）です。

公的年金等を受給されている方へ
　公的年金等の収入金額の合計が 400万円以下 で、その他の所得が 20万円以下 の場合、所得税の確定申告
は不要です。ただし、所得税の還付を受ける場合や住民税の控除適用を受ける場合は申告が必要です。

注意事項　2月16日～3月16日以外は、所得税・復興特別所得税の申告受付はできません。

申告時に持参いただくもの
 青色の圧着はがき「令和8年度町・県民税申告および令和7年分所得税及び復興特別所得税確定申告資料」
 源泉徴収票(給与・年金等)
 農業、不動産、営業所得の収支内訳(※事前に経費別の集計をお願いします。)
 その他収入の資料（報酬・個人年金・一時金 等）
 各種控除証明書(生命保険料・地震保険料・国民年金保険料・任意継続保険料 等)
 マイナンバーカード、または通知カード＋本人確認書類(運転免許証等)
 税務署から送付された「確定申告のお知らせ」はがき、利用者識別番号が分かる書類
 確定申告をされる方の名義の預金通帳または、銀行名、支店名、預金種別、口座番号がわかる書類
 振替納税希望の場合は、銀行への届出印鑑
 医療費控除をされる方は、医療費のお知らせ、または事前に集計した「医療費控除の明細書」
※領収書の集計ができていない場合、医療費控除が受けられない場合があります。
※医療費控除の明細書は愛荘町ホームページからダウンロードできます。

自治会ごとに日割りをしていますが、あくまで目安です。ご都合のよい日にお越しください。
ただし「1日1会場」のため、記載以外の会場では申告ができません。

確定申告等の相談日程（町会場）

月 日 曜
日 自治会名（字名） 会　　場

２

16 月 蚊野外・香之庄・沖・宮後・北八木・下八木・矢守

秦荘支所

１階 会議室

9：00～16:00

※2月27日
9：00～11:30

17 火 南野々目・野々目・元持・ジョイフルタウン秦荘東
18 水 西出・深草・目加田
19 木 島川・メイタウン島川・長塚・栗田
20 金 岩倉・竹原・常安寺・円城寺
21 土 ―――――――――――――――――――――――――――――――――
22 日 ―――――――――――――――――――――――――――――――――
23 月 ―――――――――――――――――――――――――――――――――
24 火 蚊野・東出
25 水 上蚊野・松尾寺南・松尾寺北・斧磨
26 木 軽野・安孫子
27 金 町内全域（受付時間：9：00～11：30）
28 土 ―――――――――――――――――――――――――――――――――

３

1 日 ―――――――――――――――――――――――――――――――――

本庁舎
（旧愛知川庁舎）

２階大会議室

9：00～16:00

※3月16日
9：00～11:30

2 月 畑田・平居・苅間・愛知川ニュータウン
3 火 長野西・長野新町
4 水 東円堂東・東円堂西
5 木 長野東・亀原・渕ノ下
6 金 磯部・川久保・石橋・ハーモニータウン
7 土 ―――――――――――――――――――――――――――――――――
8 日 ―――――――――――――――――――――――――――――――――
9 月 山川原・沓掛
10 火 本町・伊勢町・堺町・泉町・源町・八幡町・御幸町・衹園町
11 水 中宿・川原・百々町・堂ノ上
12 木 市
13 金 豊満
14 土 ―――――――――――――――――――――――――――――――――
15 日 ―――――――――――――――――――――――――――――――――
16 月 町内全域（受付時間：9：00～11：30）

次のいずれかに該当する方は確定申告が必要です。
 • 給与の年間収入金額が 2,000万円を超える方
 • 年末調整ができていない方
 • 給与が1か所のみで、給与所得・退職所得以外の所得合計額が 20万円を超える方
 • 給与が2か所以上で、年末調整していない給与の収入金額とその他所得の合計が 20万円を超える方
 • 営業・農業等の公的年金以外の収入がある方
 • 生命保険契約等に基づく一時金の交付を受けた方

次に該当する方は、必ず 彦根税務署（会場：彦根商工会議所） で申告をお願いします。
 • 譲渡所得（株式、不動産、先物取引など）がある方
 • 配当所得の申告をされる方
 • 亡くなられた方の申告
 • 過年分の申告
 • 外国税額控除を受ける方
 • �住宅借入金等特別控除、耐震改修、 

バリアフリー等の控除適用

 • 雑損控除（災害による住宅損害など）
 • 退職所得（退職金）
 • 白色申告で収入1,000万円以上の方
 • 初めて事業所得を申告する方
 • 青色申告をする方

　令和8年2月初め、青色の圧着はがき「令和8年度町・県民税申告および令和7年分所得税・
復興特別所得税確定申告資料」を全世帯に発送します。
※確定申告の要否にかかわらず発送しますので、必ず内容をご確認のうえ来庁してください。

確定申告が必要な方

町の会場で受付できない申告（税務署での申告が必要）

申告相談の案内はがきについて

来庁される皆様へのお願い（整理券について）
　申告会場の混雑緩和のため、当日朝9:00から受付にて整理券を配布します。
（職員が相談時間を指定します。配布は整理券がなくなり次第終了します。）
会場入場人数に限りがあるため、一時帰宅をお願いする場合があります。

【相談受付時間】
 • 午前…9:00～11:30
　（整理券配布11:30まで）
 • 午後…13:00～16:00
　（整理券配布15:30まで）

【注意事項】 
 1.� 2月27日・3月16日の受付時間は、 

 9時00分～11時30分のみです。
 2. 土日祝は相談を行いません。
 3. 大雪・大雨等の影響により、遅延・中止の可能性があります。
 4. 11時30分～12時45分の間は会場を閉鎖します。

整理券で指定する時間 　9時、10時、11時、13時、14時、15時
※各時間帯、1時間あたり10人程度を目安に受け付けています。
※当日の状況により、相談開始時間が前後することがあります。
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